
福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（使用済燃料乾式キャスク仮保管設備） 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

Ⅱ 2.13 使用済燃料乾式キャスク仮保管設備 

 

（中略） 
 

2.13.1.2 要求される機能 

(1) 原則，「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」指針 49から 50 に適合 

すること。 

(2) 「原子力発電所内の使用済燃料の乾式キャスク貯蔵について」を参照すること。 

(3) 適切と考えられる設計用地震力に耐えられる設計であること。 

(4) 乾式貯蔵キャスクの落下防止対策，乾式貯蔵キャスク相互の衝突防止等の適切な対策 

が講じられていること。 

 

（中略） 

 

2.13.1.5 主要な機器 

 

（中略） 

 

(3) 監視装置 

   キャスク仮保管設備には，乾式キャスクの一次蓋，二次蓋間の圧力を監視すること 

により密封機能を監視する密封監視装置と，乾式貯蔵キャスク表面の温度を監視する 

ことにより乾式貯蔵キャスクの除熱機能を監視する表面温度監視装置を設置する。 

又，過度の放射線レベル上昇が確認できるエリア放射線モニタを設置する。 

 

（中略） 

 

2.13.1.7 構造強度及び耐震性 

 

（中略） 

 

(2) 耐震性 

 ａ．乾式キャスク及び支持架台 

 乾式キャスクについては，基準地震動 Ssに対し，乾式キャスクの安全機能を維持す 

るために必要な構造強度を有する設計とする。 

支持架台については，基準地震動 Ss に対し，乾式キャスクを落下・転倒させない設 

計とする。 

ｂ．コンクリートモジュール 

   基準地震動 Ss に対し，建築基準法及び国土交通省告示に基づくとともに，倒壊等に 

より，乾式貯蔵キャスクの安全機能に波及的影響を与えない設計とする。 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 2.13 使用済燃料乾式キャスク仮保管設備 

 

（中略） 

 

2.13.1.2 要求される機能 

(1) 原則，「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」指針 49から 50 に適合 

すること。 

(2) 「原子力発電所内の使用済燃料の乾式キャスク貯蔵について」を参照すること。 

(3) 適切と考えられる設計用地震力に耐えられる設計であること。 

(4) 乾式キャスクの落下防止対策，乾式キャスク相互の衝突防止等の適切な対策が講じら 

れていること。 
 

（中略） 

 

2.13.1.5 主要な機器 

 

（中略） 

 

(3) 監視装置 

   キャスク仮保管設備には，乾式キャスクの一次蓋，二次蓋間の圧力を監視すること 

により密封機能を監視する密封監視装置と，乾式キャスク表面の温度を監視すること 

により乾式キャスクの除熱機能を監視する表面温度監視装置を設置する。 

又，過度の放射線レベル上昇が確認できるエリア放射線モニタを設置する。 

 

（中略） 

 

2.13.1.7 構造強度及び耐震性 

 

（中略） 

 

(2) 耐震性 

 ａ．乾式キャスク及び支持架台 

 乾式キャスクについては，基準地震動 Ssに対し，乾式キャスクの安全機能を維持す 

るために必要な構造強度を有する設計とする。 

支持架台については，基準地震動 Ss に対し，乾式キャスクを落下・転倒させない設 

計とする。 

ｂ．コンクリートモジュール 

   基準地震動 Ss に対し，建築基準法及び国土交通省告示に基づくとともに，倒壊等に 

より，乾式キャスクの安全機能に波及的影響を与えない設計とする。 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.13.2.1 主要仕様 

(1)乾式キャスク仮保管設備 

 

表２．１３－１ 乾式キャスク仮保管設備仕様 

項目 仕様 

エリア 約 96m×約 80m 

保管対象物 乾式貯蔵キャスク 輸送貯蔵兼用キャスク 

保管容量 20 基 30 基 

 

 

(2) 乾式キャスク 

 

（中略） 

 

表２．１３－３ 輸送貯蔵兼用キャスク仕様 

項目 輸送貯蔵兼用キャスクＢ 

重量（ｔ） 

（燃料を含む） 
約 119 

全長（ｍ） 約 5.3 

外径（ｍ） 約 2.5 

収納体数（体） 69 

基数（基） 30※1※2 

収納可能燃料※3 

新型 8×8ジルコニウムライナ燃料 

平均燃焼度 34,000MWd/t 以下 

最高燃焼度 40,000MWd/t 以下 

冷却期間 18 年以上 

※1 うち 8基は，使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書 （平成 

22 年 11 月 リサイクル燃料貯蔵株式会社）及び，使用済燃料貯蔵施設に関する設計 

及び工事の方法の認可申請書 添付書類の一部補正について（平成 22 年 12 月 リ 

サイクル燃料貯蔵株式会社）による 

※2 うち 22 基は，使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書 （平 

成 24 年 10 月 リサイクル燃料貯蔵株式会社）及び，使用済燃料貯蔵施設に関する設 

計及び工事の方法の認可申請書 添付書類の一部補正について（平成 25年 10 月 リ 

サイクル燃料貯蔵株式会社）による 

ただしこの 22基は福島第一原子力発電所構内専用（※1と同一設計）として使用す 

る 

※3 燃焼度や燃料タイプに応じて，以下の図書に基づき収納物の配置制限を行う 

・輸送貯蔵兼用キャスク B：核燃料輸送物設計承認申請書(HDP-69B 型) 

(平成 22年 8月 23 日申請 東京電力株式会社) 

 

 

 

2.13.2.1 主要仕様 

(1)乾式キャスク仮保管設備 

 

表２．１３－１ 乾式キャスク仮保管設備仕様 

項目 仕様 

エリア 約 96m×約 80m 

保管対象物 乾式貯蔵キャスク 輸送貯蔵兼用キャスク 

保管容量 20 基 45 基 

 

 

(2) 乾式キャスク 

 

（中略） 

 

表２．１３－３ 輸送貯蔵兼用キャスク仕様 

項目 輸送貯蔵兼用キャスクＢ 

重量（ｔ） 

（燃料を含む） 
約 119 

全長（ｍ） 約 5.3 

外径（ｍ） 約 2.5 

収納体数（体） 69 

基数（基） 45※1※2 

収納可能燃料※3 

新型 8×8ジルコニウムライナ燃料 

平均燃焼度 34,000MWd/t 以下 

最高燃焼度 40,000MWd/t 以下 

冷却期間 18 年以上 

※1うち 8基は，使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書 （平成 

22 年 11 月 リサイクル燃料貯蔵株式会社）及び，使用済燃料貯蔵施設に関する設計 

及び工事の方法の認可申請書 添付書類の一部補正について（平成 22 年 12 月 リ 

サイクル燃料貯蔵株式会社）による 

※2うち 37 基は，使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書 （平 

成 24 年 10 月 リサイクル燃料貯蔵株式会社）及び，使用済燃料貯蔵施設に関する設 

計及び工事の方法の認可申請書 添付書類の一部補正について（平成 25年 10 月 リ 

サイクル燃料貯蔵株式会社）による 

ただしこの 37基は福島第一原子力発電所構内専用（※1と同一設計）として使用す 

る 

※3燃焼度や燃料タイプに応じて，以下の図書に基づき収納物の配置制限を行う 

・輸送貯蔵兼用キャスク B：核燃料輸送物設計承認申請書(HDP-69B 型) 

(平成 22年 8月 23 日申請 東京電力株式会社) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸送貯蔵兼用キャスクＢの

増設に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸送貯蔵兼用キャスクＢの

増設に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

(3)コンクリートモジュール 

 

表２．１３－４ コンクリートモジュール仕様 

項目 仕様 

名称 コンクリートモジュール 

保管対象物 乾式貯蔵キャスク 輸送貯蔵兼用キャスク 

数量 20 基 30 基 

主
要
寸
法 

長手 約 7300mm 約 7100mm 

短手 約 4680mm 約 4680mm 

高さ 約 4000mm 約 4000mm 

板厚 約 200mm 約 200mm 

構造 鉄筋コンクリート構造 

 

（中略） 

 

(5)監視装置 

 

（中略） 

 

表２．１３－７ 放射線監視装置仕様 

項目 仕様 

名称 エリア放射線モニタ 

基数 4 基注 1)注 2） 

種類 半導体検出器 

取付箇所 設備敷地内 

検出高さ 基礎から600mm以上1800mm以下 

計測範囲 10-1μSv/h～105μSv/h 

 

注 1) 4 基の内 1基は将来増設予定。 

注 2) 監視可能とする基数は乾式キャスクの保管状況による。 

 

 

（以下，省略） 

 

 

 

(3)コンクリートモジュール 

 

表２．１３－４ コンクリートモジュール仕様 

項目 仕様 

名称 コンクリートモジュール 

保管対象物 乾式貯蔵キャスク 輸送貯蔵兼用キャスク 

数量 20 基 45 基 

主
要
寸
法 

長手 約 7300mm 約 7100mm 

短手 約 4680mm 約 4680mm 

高さ 約 4000mm 約 4000mm 

板厚 約 200mm 約 200mm 

構造 鉄筋コンクリート構造 

 

（中略） 

 

(5)監視装置 

 

（中略） 

 

表２．１３－７ 放射線監視装置仕様 

項目 仕様 

名称 エリア放射線モニタ 

基数 4 基 

種類 半導体検出器 

取付箇所 設備敷地内 

検出高さ 基礎から600mm以上1800mm以下 

計測範囲 10-1μSv/h～105μSv/h 

 

 

 

 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸送貯蔵兼用キャスクＢの

増設に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア放射線モニタの増設

に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

2.13.3 添付資料 

添付資料－１ 設備概略図 

 

（中略） 

 

 
 

 

 

 

図 1-2 キャスク仮保管設備配置概略図（単位：ｍ） 

 

（以下，省略） 

 

①② 乾式貯蔵キャスク 20 基 

③ 輸送貯蔵兼用キャスク 30 基 

④ 輸送貯蔵兼用キャスク（将来設置） 15 基 

 

2.13.3 添付資料 

添付資料－１ 設備概略図 

 

（中略） 

 

 
 

 

 

 

図 1-2 キャスク仮保管設備配置概略図（単位：ｍ） 

 

（以下，省略） 

 

①② 乾式貯蔵キャスク 20 基 

③④ 輸送貯蔵兼用キャスク 45 基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレーンレール追設に伴う

変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸送貯蔵兼用キャスクＢの

増設に伴う変更 

 

 

防護フェンス 

クレーンレール 

防護フェンス 

クレーンレール 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

添付資料－６ 管理・運用について 

 

1.二重蓋間圧力及び表面温度の監視 

キャスク仮保管設備には，乾式キャスクの一次蓋，二次蓋間の圧力を監視することにより 

密封機能を監視する密封監視装置と，乾式キャスク表面の温度を監視することにより乾式 

キャスクの除熱機能を監視する表面温度監視装置を設置する。 

監視装置の概要を図 1-1 に示す。 

密封監視装置は各乾式キャスクに圧力センサ 2個をそれぞれ系統分離し 2系統として設置 

され，万一，蓋間圧力が設定値まで低下した場合には免震重要棟に設置した監視装置(PC)に 

て警報が確認でき，指示値も確認できる。 

表面温度監視装置は各乾式キャスクに温度センサ 1個を設置し，万一，表面温度が設定値 

まで上昇した場合には免震重要棟に設置した監視装置(PC)にて警報が確認でき，指示値も確 

認できる。 

なお，温度センサの接続ケーブルが断線によりデータが採取されない場合にも免震重要棟 

に設置した監視装置(PC)に警報が発生する。 

また，密封監視装置および表面温度監視装置のデータは記録される。 

監視装置の仕様を表 1-1 に示す。 

 

 

（中略） 

 

4.運搬時の運用 

「Ⅲ.3.3.1 放射線防護及び管理」において，管理区域と同等の管理を要する区域とし 

て管理対象区域を定義しており，「Ⅲ.特定原子力施設の保安」により作業場所も管理対象区 

域に設定される。 

運搬に関しては，「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則の第 13条（工場又は 

事業所において行われる運搬）」に準じて実施するが，周辺の雰囲気線量や汚染密度が高い 

ことから，周辺環境によっては運搬物の表面及び表面から 1メートルの距離における線量当 

量率及び運搬物の表面の放射性物質の密度に関しては法令に適合していることを確認でき 

ない可能性がある。このため，運搬物の表面及び表面から 1メートルの距離における線量当 

量率および運搬物の表面の放射性物質の密度に関しては，作業実施時の最新の社内マニュア 

ル等に基づき管理する。 

 

 

（中略） 

 

表 2-1 エリア放射線モニタの仕様 

項目 仕様 

基数 4 基注 1) 注 2) 

種類 半導体検出器 

計測対象 ガンマ線量率 

取付箇所 設備敷地内 

検出高さ 基礎から 600mm 以上 1800mm 以下 

計測範囲 10-1μSv/h～105μSv/h 注 3) 

注 1) 4 基の内 1基は将来増設予定。 

注 2)  監視可能とする基数は乾式キャスクの保管状況による。 

注 3) 警報設定値はバックグラウンドレベルを鑑み設定する。 

 

 

（中略） 

 

 

添付資料－６ 管理・運用について 

 

1.二重蓋間圧力及び表面温度の監視 

キャスク仮保管設備には，乾式キャスクの一次蓋，二次蓋間の圧力を監視することにより 

密封機能を監視する密封監視装置と，乾式キャスク表面の温度を監視することにより乾式 

キャスクの除熱機能を監視する表面温度監視装置を設置する。 

監視装置の概要を図 1-1 に示す。 

密封監視装置は各乾式キャスクに圧力センサ 2個をそれぞれ系統分離し 2系統として設置 

され，万一，蓋間圧力が設定値まで低下した場合には免震重要棟に設置した監視装置に 

て警報が確認でき，指示値も確認できる。 

表面温度監視装置は各乾式キャスクに温度センサ 1個を設置し，万一，表面温度が設定値 

まで上昇した場合には免震重要棟に設置した監視装置にて警報が確認でき，指示値も確 

認できる。 

なお，温度センサの接続ケーブルが断線によりデータが採取されない場合にも免震重要棟 

に設置した監視装置に警報が発生する。 

また，密封監視装置および表面温度監視装置のデータは記録される。 

監視装置の仕様を表 1-1 に示す。 

 

 

（中略） 

 

4.運搬時の運用 

「Ⅲ.3.3.1 放射線防護及び管理」において，管理区域と同等の管理を要する区域とし 

て管理対象区域を定義しており，「Ⅲ.特定原子力施設の保安」により作業場所も管理対象区 

域に設定される。 

構内輸送時に講じる措置は，「東京電力株式会社 福島第一原子力発電所 原子炉施設の保 

安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の第 14条の 2（工場又は事業所において行われ 

る運搬）」に準じて実施する。 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

表 2-1 エリア放射線モニタの仕様 

項目 仕様 

基数 4 基 

種類 半導体検出器 

計測対象 ガンマ線量率 

取付箇所 設備敷地内 

検出高さ 基礎から 600mm 以上 1800mm 以下 

計測範囲 10-1μSv/h～105μSv/h 注) 

注) 警報設定値はバックグラウンドレベルを鑑み設定する。 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規則改正に伴う記載の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア放射線モニタの増設

に伴う変更，及び記載の適正

化に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

 

 

 
 

図 1-1 監視装置の概要 

 

 

（中略） 

 

 

 
 

図 2-2 エリア放射線モニタ配置図 

 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

乾式キャスク

温度センサ

圧力センサ
（二系統）

T

P2 P1 P1 P2 T 免震重要棟へ

警報 監視装置は指示、
記録機能を有する

 
 

図 1-1 監視装置の概要 

 

 

（中略） 

 

 

 
 

図 2-2 エリア放射線モニタ配置図 

 

 

（以下，省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレーンレール追設に伴う

変更，及びエリア放射線モニ

タの増設に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乾式キャスク 

m 

m 

乾式キャスク 

m 

m 

エリア放射線モニタ１ 

エリア放射線モニタ２ エリア放射線モニタ３ 

エリア放射線モニタ４ 

第 1 レーン  

 
第２レーン 第３レーン 第４レーン 

Ｎ 

クレーンレール 

：乾式貯蔵キャスク 

：輸送貯蔵兼用キャスク 

エリア放射線モニタ１ 

エリア放射線モニタ２ エリア放射線モニタ３ 

エリア放射線モニタ４ 

第 1 レーン  

 
第２レーン 第３レーン 第４レーン※ 

※将来設置 

Ｎ 

クレーンレール 

：乾式貯蔵キャスク 

：輸送貯蔵兼用キャスク 

免震重要棟へ 
  

[ 指示 ] 

指示 

記録 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

添付資料－１１ キャスク仮保管設備に係る確認事項について 

 

（中略） 

 

 

表 3 確認事項（輸送貯蔵兼用キャスク）(1/2) 
確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強

度・耐震性 

材料確認※ 実施計画に記載されている主な材料に

ついて確認する。 

実施計画のとおりであること。 

強度・

漏えい

確認 

耐圧・漏

えい確認
※ 

確認圧力(水圧 1.25MPa)で保持した後，

確認圧力に耐えていることを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの漏えい

の有無を確認する。 

確認圧力に耐え，かつ構造物の変形

等がないこと。 

また，耐圧部から著しい漏えいがな

いこと。 

構造強

度・耐震性 

遮へい機

能 

構造 

確認 

寸法確認
※ 

実施計画に記載されている主要寸法を

確認する。 

寸法が許容範囲内であること。 

外観確認
※ 

各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 機器の据付位置，据付状態について確認

する。 

実施計画の通りに施工・据付されて

いること。 

除熱機能 機能 

確認 

伝熱確認 容器内部に使用済燃料を模擬するヒー

タを挿入して発熱させ，温度を確認す

る。 

周囲温度を補正した温度が最高使

用温度以下であること。 

密封機能 機能 

確認 

気密漏え

い確認 

ヘリウムリーク法等により，漏えい率を

確認する。 

基準漏えい率以下であること。 

臨界防止

機能 

機能 

確認 

未臨界確

認 

バスケットの材料特性及び主要寸法が，

実施計画の評価の前提条件となってい

る値を満足していることを確認し，バス

ケットの外観に異常のないことを確認

する。 

・設計の材料特性に適合し，寸法が

許容範囲内であること。 

・有意な変形，破損等の異常がない

こと。 

取扱機能 機能 

確認 

吊上荷重 

確認 

キャスクの吊上げ時重量の２倍以上の

荷重をトラニオンに負荷し、トラニオン

の外観に異常のないことを確認する。 

トラニオンの外観に有害な変形が

ないこと。 

模擬燃料 

集合体 

挿入確認 

代表５セルについてバスケットへ模擬

燃料集合体の挿入、取出しを行い、支障

がないことを確認する。 

バスケットへの模擬燃料集合体の

挿入、取出しが支障なく行えるこ

と。 

監視 機能 

確認 

密封監視

機能確認 

検査用計器により指示値を変化させ，設

定値どおり警報及び表示灯が作動する

ことを確認する。 

許容範囲以内で警報及び表示灯が

作動すること。 

除熱監視

機能確認 

検査用計器により指示値を変化させ，設

定値どおり警報及び表示灯が作動する

ことを確認する。 

許容範囲以内で警報及び表示灯が

作動すること。 

※炉規制法第四十三条の九に則って使用前検査を実施しているときは，これをもって確認 

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料－１１ キャスク仮保管設備に係る確認事項について 

 

（中略） 

 

 

表 3 確認事項（輸送貯蔵兼用キャスク）(1/2) 
確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強

度・耐震性 

材料確認※ 実施計画に記載されている主な材料に

ついて確認する。 

実施計画のとおりであること。 

強度・

漏えい

確認 

耐圧・漏

えい確認
※ 

確認圧力(水圧 1.25MPa)で保持した後，

確認圧力に耐えていることを確認する。 

耐圧確認終了後，耐圧部分からの漏えい

の有無を確認する。 

確認圧力に耐え，かつ構造物の変形

等がないこと。 

また，耐圧部から著しい漏えいがな

いこと。 

構造強

度・耐震性 

遮へい機

能 

構造 

確認 

寸法確認
※ 

実施計画に記載されている主要寸法を

確認する。 

寸法が許容範囲内であること。 

外観確認
※ 

各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 機器の据付位置，据付状態について確認

する。 

実施計画の通りに施工・据付されて

いること。 

除熱機能 機能 

確認 

伝熱確認 容器内部に使用済燃料を模擬するヒー

タを挿入して発熱させ，温度を確認す

る。 

周囲温度を補正した温度が最高使

用温度以下であること。 

密封機能 機能 

確認 

気密漏え

い確認 

ヘリウムリーク法等により，漏えい率を

確認する。 

基準漏えい率以下であること。 

臨界防止

機能 

機能 

確認 

未臨界確

認 

バスケットの材料特性及び主要寸法が，

実施計画の評価の前提条件となってい

る値を満足していることを確認し，バス

ケットの外観に異常のないことを確認

する。 

・設計の材料特性に適合し，寸法が

許容範囲内であること。 

・有意な変形，破損等の異常がない

こと。 

取扱機能 機能 

確認 

吊上荷重 

確認 

キャスクの吊上げ時重量の２倍以上の

荷重をトラニオンに負荷し、トラニオン

の外観に異常のないことを確認する。 

トラニオンの外観に有害な変形が

ないこと。 

模擬燃料 

集合体 

挿入確認 

代表５セルについてバスケットへ模擬

燃料集合体の挿入、取出しを行い、支障

がないことを確認する。 

バスケットへの模擬燃料集合体の

挿入、取出しが支障なく行えるこ

と。 

監視 機能 

確認 

密封監視

機能確認 

検査用計器により指示値を変化させ，設

定値どおり警報及び表示灯が作動する

ことを確認する。 

許容範囲以内で警報及び表示灯が

作動すること。 

除熱監視

機能確認 

検査用計器により指示値を変化させ，設

定値どおり警報及び表示灯が作動する

ことを確認する。 

許容範囲以内で警報及び表示灯が

作動すること。 

※旧炉規制法第四十三条の九に則って使用前検査を実施しているときは，これをもって確 

認とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉規制法改正に伴う変更 
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変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

表 3 確認事項（輸送貯蔵兼用キャスク）(2/2) 
確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強

度・耐震性 

溶接 

確認※ 

材料確認 溶接に使用する材料が溶接規格等に

適合するものであることを確認する。 

計画書のとおりであること。(設計仕

様のとおり又は相当の材料であるこ

と) 

開先確認 開先面の状態，開先形状及び各部寸法

等を確認する。 

・有意な欠陥がないこと。 

・計画書のとおりであること。 

溶接作業

確認 

溶接規格等に適合していることが確

認された溶接施工法及び溶接士によ

り溶接施工しているかを確認する。 

計画書，溶接規格のとおりであるこ

と。 

溶接後熱

処理確認 

溶接後熱処理の方法等が計画書及び

溶接規格等に適合するものであるこ

とを確認する。 

計画書及び溶接規格等に適合するも

のであること 

非破壊確

認 

溶接部について非破壊確認を行い，そ

の試験方法及び結果が溶接規格等に

適合するものであることを確認する。 

溶接規格等に適合するものであるこ

と 

機械確認 溶接部について機械試験をおこない，

当該溶接部の機械的性質が溶接規格

等に適合するものであることを確認

する。 

溶接規格等に適合するものであるこ

と 

耐圧・外観

確認 

規定圧力＊で耐圧確認を行い，これに

耐え，かつ，漏えいがないことを確認

する。 

＊：容器内部：水圧 1.25MPa 

  一部蓋及び二次蓋の蓋間部： 

       気圧 0.5MPa 

規定圧力に耐え，かつ，漏えいがな

いこと。 

※炉規制法第四十三条の十に則って溶接の方法及び検査に係る認可や検査を実施している 

ときは，これをもって確認とする。 

 

 

（中略） 

 

 

表 9 確認事項（エリア放射線モニタ） 
確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

監視 構造確認 外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 機器の据付位置，据付状態につい

て確認する。 

実施計画の通りに施工・据付されて

いること。 

機能確認 警報確認 設定値通り警報及び表示灯が作

動することを確認する。 

許容範囲以内で警報及び表示灯が作

動すること。 

性能確認 線源校正

確認 

標準線源を用いて線量当量率を

測定し，各検出器の校正が正しい

ことを確認する。 

基準線量当量率に対する正味線量当

量が，許容範囲以内であること。 

校正確認 モニタ内のテスト信号発生部に

より，データ収集装置に各校正点

の基準入力を与え，その時のデー

タ収集装置の指示値が正しいこ

とを確認する。 

データ収集装置の各指示値が許容範

囲以内に入っていること。 

 

 

 

 

 

 

表 3 確認事項（輸送貯蔵兼用キャスク）(2/2) 
確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

構造強

度・耐震性 

溶接 

確認※ 

材料確認 溶接に使用する材料が溶接規格等に

適合するものであることを確認する。 

計画書のとおりであること。(設計仕

様のとおり又は相当の材料であるこ

と) 

開先確認 開先面の状態，開先形状及び各部寸法

等を確認する。 

・有意な欠陥がないこと。 

・計画書のとおりであること。 

溶接作業

確認 

溶接規格等に適合していることが確

認された溶接施工法及び溶接士によ

り溶接施工しているかを確認する。 

計画書，溶接規格のとおりであるこ

と。 

溶接後熱

処理確認 

溶接後熱処理の方法等が計画書及び

溶接規格等に適合するものであるこ

とを確認する。 

計画書及び溶接規格等に適合するも

のであること 

非破壊確

認 

溶接部について非破壊確認を行い，そ

の試験方法及び結果が溶接規格等に

適合するものであることを確認する。 

溶接規格等に適合するものであるこ

と 

機械確認 溶接部について機械試験をおこない，

当該溶接部の機械的性質が溶接規格

等に適合するものであることを確認

する。 

溶接規格等に適合するものであるこ

と 

耐圧・外観

確認 

規定圧力＊で耐圧確認を行い，これに

耐え，かつ，漏えいがないことを確認

する。 

＊：容器内部：水圧 1.25MPa 

  一部蓋及び二次蓋の蓋間部： 

       気圧 0.5MPa 

規定圧力に耐え，かつ，漏えいがな

いこと。 

※旧炉規制法第四十三条の十に則って溶接の方法及び検査に係る認可や検査を実施してい 

るときは，これをもって確認とする。 

 

 

（中略） 

 

 

表 9 確認事項（エリア放射線モニタ） 
確認事項 確認項目 確認内容 判定基準 

監視 構造確認 外観確認 各部の外観を確認する。 有意な欠陥がないこと。 

据付確認 機器の据付位置，据付状態につい

て確認する。 

実施計画の通りに施工・据付されて

いること。 

機能確認 警報確認 設定値通り警報及び表示灯が作

動することを確認する。 

許容範囲以内で警報及び表示灯が作

動すること。 

性能確認 線源校正

確認 

標準線源を用いて線量当量率を

測定し，各検出器の校正が正しい

ことを確認する。 

基準線量当量率に対する正味線量当

量が，許容範囲以内であること。 

校正確認 模擬入力により，監視装置に各校

正点の基準入力を与え，その時の

監視装置の指示値が正しいこと

を確認する。 

監視装置の各指示値が許容範囲以内

に入っていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

炉規制法改正に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8



福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（使用済燃料乾式キャスク仮保管設備） 

9 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

 

 

（中略） 

 

 

表 13 輸送貯蔵兼用キャスクＢの溶接概要 

 

 
適用基準 

 

 
「使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める省令の解釈（内
規）」（平成 21･02･26 原院第 7号制定、平成 24･03･30 原院第 1号改正） 
 

 
機器の区分 

【設備区分】 
 

 
容器 

【使用済燃料貯蔵設備本体】 
 

 
溶接施行法注) 

 

Ｊ、Ｊ＋Ａ＊、ＳＴ（クラッド）＋ＴＢ（クラッド）（２種類）、 

ＳＴ＋ＳＴ＋ＴＢ（２種類）、Ｍ＋ＴＢ、Ａ＋Ａ、ＴＢ（２種類） 
＊：補修溶接が必要となった場合のみ適用。 

 注）溶接施行法の略称については発電用原子力設備規格 溶接規格 JSME S NB1-2007 

  第 2 部 溶接施工法認証標準による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

表 13 輸送貯蔵兼用キャスクＢの溶接概要 

 

 
適用基準 

 

 
「使用済燃料貯蔵施設の溶接に関する技術基準を定める省令の解釈（内
規）」（平成 21･02･26 原院第 7号制定、平成 24･03･30 原院第 1号改正） 
 

 
機器の区分 
【設備区分】 

 

 
容器 

【使用済燃料貯蔵設備本体】 
 

 
溶接施行法注) 

 

Ｊ、Ｊ＋Ａ＊、ＳＴ（クラッド）＋ＴＢ（クラッド）（２種類）、 

ＳＴ＋ＳＴ＋ＴＢ（２種類）、Ｍ＋ＴＢ、Ａ＋Ａ、ＴＢ（２種類）、 

ＳＴ（クラッド）、ＴＢ（クラッド） 
＊：補修溶接が必要となった場合のみ適用。 

  注）溶接施行法の略称については発電用原子力設備規格 溶接規格 JSME S NB1-2007 

   第 2部 溶接施工法認証標準による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶接施行法追加に伴う変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第１編） 

1 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

（放射線計測器類の管理） 

第６１条 

各ＧＭは，表６１に定める放射線計測器類について，同表に定める数量を確保する。ただし，故

障等により使用不能となった場合は，修理又は代替品を補充する。 

 

表６１ 

分     類  計測器種類  所管ＧＭ  数量※ １  

１．被ばく管理

用計測器  

電子式線量計  保安総括ＧＭ １式  

ホールボディカウンタ  保安総括ＧＭ １台  

２．放射線管理

用計測器  

線量当量率測定用サー

ベイメータ  
保安総括ＧＭ ７台  

汚染密度測定用サーベ

イメータ  
保安総括ＧＭ ７台  

退出モニタ  保安総括ＧＭ ２台  

試料放射能測定装置  分析評価ＧＭ １台※ ２  

集積線量計  保安総括ＧＭ １式  

３．放射線監視

用計測器  
モニタリングポスト 保安総括ＧＭ ８台  

エリアモニタ  
燃料計装設備ＧＭ ７台※ ３  

燃料計装設備ＧＭ ７台※ ４  

４．環境放射能

用計測器  

試料放射能測定装置※ ５  分析評価ＧＭ １台※ ２  

積算線量計測定装置  保安総括ＧＭ １台  

※１：５号炉及び６号炉の放射線計測器類と共用で確保する数量（エリアモニタを除く。） 

※２：表４３の試料放射能測定装置と共用 

※３：使用済燃料共用プールにおけるエリアモニタの合計の台数（エリアモニタが復旧していない場合

には，未復旧のエリアモニタを除いた台数とする。） 

※４：使用済燃料乾式キャスク仮保管設備におけるエリアモニタ，３号炉原子炉建屋５階におけるエリ

アモニタ及び４号炉原子炉建屋５階におけるエリアモニタの台数 

※５：福島第二原子力発電所と共用 

 
 

 

（放射線計測器類の管理） 

第６１条 

各ＧＭは，表６１に定める放射線計測器類について，同表に定める数量を確保する。ただし，故

障等により使用不能となった場合は，修理又は代替品を補充する。 

 

表６１ 

分     類  計測器種類  所管ＧＭ  数量※ １  

１．被ばく管理

用計測器  

電子式線量計  保安総括ＧＭ １式  

ホールボディカウンタ  保安総括ＧＭ １台  

２．放射線管理

用計測器  

線量当量率測定用サー

ベイメータ  
保安総括ＧＭ ７台  

汚染密度測定用サーベ

イメータ  
保安総括ＧＭ ７台  

退出モニタ  保安総括ＧＭ ２台  

試料放射能測定装置  分析評価ＧＭ １台※ ２  

集積線量計  保安総括ＧＭ １式  

３．放射線監視

用計測器  
モニタリングポスト 保安総括ＧＭ ８台  

エリアモニタ  
燃料計装設備ＧＭ ７台※ ３  

燃料計装設備ＧＭ ８台※ ４  

４．環境放射能

用計測器  

試料放射能測定装置※ ５  分析評価ＧＭ １台※ ２  

積算線量計測定装置  保安総括ＧＭ １台  

※１：５号炉及び６号炉の放射線計測器類と共用で確保する数量（エリアモニタを除く。） 

※２：表４３の試料放射能測定装置と共用 

※３：使用済燃料共用プールにおけるエリアモニタの合計の台数（エリアモニタが復旧していない場合

には，未復旧のエリアモニタを除いた台数とする。） 

※４：使用済燃料乾式キャスク仮保管設備におけるエリアモニタ，３号炉原子炉建屋５階におけるエリ

アモニタ及び４号炉原子炉建屋５階におけるエリアモニタの台数 

※５：福島第二原子力発電所と共用 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料乾式キャスク仮保

管設備におけるエリアモニタ

増設に伴う変更 
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福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画変更比較表（第Ⅲ章 第１編） 

2 

変 更 前 変 更 後 変 更 理 由 

 

附  則 
 

 

 

 

 

 

 

 

附則（令和２年８月３日 原規規発第 2008037号） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，令和２年８月１３日から施行する。 

２．添付１（管理区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟，添付２（管理対象区域図）

の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟並びに免震重要棟及び入退域管理棟の管理対象区域

図面の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の

例による。 

 

（省略） 

 

 

附  則 
 

附則（                      ） 

（施行期日） 

第１条 

この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた日から１０日以内に施行する。 

２．第６１条については，使用済燃料乾式キャスク仮保管設備における新設エリアモニタの運用を開始

した時点から適用することとし，それまでの間は従前の例による。 

 
附則（令和２年８月３日 原規規発第 2008037号） 

（施行期日） 

第１条 

 

２．添付１（管理区域図）の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟，添付２（管理対象区域図）

の全体図における免震重要棟及び入退域管理棟並びに免震重要棟及び入退域管理棟の管理対象区域

図面の変更は，それぞれの区域の区域区分の変更をもって適用することとし，それまでの間は従前の

例による。 

 

（省略） 
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